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(57)【要約】
【課題】複数の同一機種の内視鏡装置が近隣に存在して
も、確実且つ簡単に所望の眼前のプロセッサ装置と手元
の内視鏡装置との無線通信を開始させられるようにする
こと。
【解決手段】内視鏡装置１０の挿入部１１先端にある光
源部１１４とプロセッサ装置としての受像機２０側に具
備された受光素子からなる光信号伝達部２０７とで、も
しくは、挿入部１１先端にある撮像部１１１と受像機２
０側に具備された発光素子からなる光信号伝達部２０７
とで、光信号の伝達装置を形成し、挿入部１１先端を受
像機２０に近づけた時に、光信号の伝達を行い、これに
成功した内視鏡装置１０と受像機２０との間で、観察像
情報を電波で伝送を行うように無線通信の設定を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを電波で送受信する無線内視鏡システムであって、
　　被検体の体腔内に挿入する挿入部と、
　　前記挿入部の先端から前記被検体に光を照射する照射手段と、
　　前記挿入部の先端で前記被検体を撮像する撮像手段と、
　　前記撮像した被検体の画像データの送信先であるプロセッサ装置と電波で無線通信を
行う第１の無線通信手段と、
　を具備する内視鏡装置と、
　　光を受光する受光手段と又は光を発光する発光手段とのうち少なくとも一方と、
　　前記内視鏡装置と電波で無線通信を行う第２の無線通信手段と、
　を具備するプロセッサ装置と、
　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも一方に設けられるとともに、
前記照射手段又は前記発光手段からの光の前記撮像手段又は前記受光手段による受光を契
機として、前記第１の無線通信手段又は前記第２の無線通信手段に前記無線通信を接続確
立するための動作を開始させる通信制御手段と、
　を有することを特徴とする無線内視鏡システム。
【請求項２】
　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも他方は、前記無線通信の接続
確立に必要な通信識別情報に基づいて信号変調された光を、前記挿入部の先端から又は前
記発光手段で、出射する識別光出射手段を更に具備し、
　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも前記一方は、前記撮像手段又
は前記受光手段で前記通信識別情報に基づいて変調された光を受光し、当該変調された光
から前記通信識別情報を抽出する識別情報抽出手段を更に具備し、
　前記通信制御手段は、前記抽出した通信識別情報に基づいて、前記第１の無線通信手段
又は前記第２の無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させること
を特徴とする請求項１に記載の無線内視鏡システム。
【請求項３】
　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも前記他方は、前記第１の無線
通信手段又は前記第２の無線通信手段が前記無線通信を接続確立するための動作を開始す
ると、前記識別光出射手段に前記信号変調された光の出射を停止させる又は光の変調を停
止させる停止制御手段を更に具備することを特徴とする請求項２に記載の無線内視鏡シス
テム。
【請求項４】
　前記内視鏡装置は、当該内視鏡装置の初期設定が完了すると自動的に前記照射手段に光
を照射させる及び／又は前記撮像手段に前記被検体を撮像させる自動開始手段を更に具備
することを特徴とする請求項１又は２に記載の無線内視鏡システム。
【請求項５】
　前記内視鏡装置は、
　　当該内視鏡装置の初期設定が完了すると所定の設定値に基づいて前記照射手段で照射
する光の光量の自動利得制御を行う利得制御手段と、
　　前記プロセッサ装置と前記無線通信の接続が確立すると、前記設定値の再設定を行う
利得制御再設定手段と、
　を更に具備することを特徴とする請求項１又は２に記載の無線内視鏡システム。
【請求項６】
　プロセッサ装置へ画像データを電波で送信する内視鏡装置であって、
　被検体の体腔内に挿入する挿入部と、
　前記挿入部の先端から前記被検体に光を照射する照射手段と、
　前記挿入部の先端で前記被検体を撮像する撮像手段と、
　前記撮像した被検体の画像データの送信先である前記プロセッサ装置と電波で無線通信
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を行う無線通信手段と、
　前記プロセッサ装置が備える発光手段からの光の前記撮像手段による受光を契機として
、前記無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させる通信制御手段
と、
　を具備することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項７】
　内視鏡装置から電波で送信された画像データを受信するプロセッサ装置であって、
　光を受光する受光手段と、
　前記内視鏡装置と電波で無線通信を行う無線通信手段と、
　前記内視鏡装置が備える照射手段からの光の前記受光手段による受光を契機として、前
記無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させる通信制御手段と、
　を具備することを特徴とするプロセッサ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置で得られる画像データを電波でプロセッサ装置へ伝送する無線内
視鏡システム、並びに、該無線内視鏡システムにおける内視鏡及びプロセッサ装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、細長の挿入部を体腔内や管路内に挿入して、体腔内や管路内の被写体像をモニタ
観察できる内視鏡システムが広く利用されている。
【０００３】
　このような内視鏡システムは、一般に、体腔内や管路内に挿入される挿入部を有する内
視鏡装置と、この内視鏡装置と別体に設けられ、この内視鏡装置へ照明光を供給する光源
装置と、この光源装置からの照明光を上記内視鏡装置へ導くライトガイドケーブルと、上
記内視鏡装置に内蔵されて設けられ或いは着脱自在に取り付けられて設けられ、被検体を
撮像して画像データを得る撮像装置と、上記内視鏡装置と別体に設けられ上記内視鏡装置
で得られる画像データをモニタ表示可能な映像信号に変換するビデオプロセッサと、上記
内視鏡装置からの画像データを上記ビデオプロセッサへ伝送する信号ケーブルと、上記ビ
デオプロセッサで得られる映像信号を映し出すモニタ装置を備えて構成されている。
【０００４】
　従って、内視鏡装置はライトガイドケーブルや信号ケーブルにより外部装置である光源
装置やビデオプロセッサと接続されており、これにより、内視鏡装置の移動範囲が制限さ
れ、また、内視鏡装置の操作性が妨げられていた。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献１では、発光ダイオード（以下、ＬＥＤと記す）等で構成さ
れた照明用光源が内視鏡装置に内蔵されることで、内視鏡装置から延出するライトガイド
ケーブルが取り除かれ、また、画像データに映像信号処理を施してモニタ表示可能な映像
信号を得る映像信号処理回路と、この映像信号を電波で送信する送信回路及びアンテナが
内視鏡装置に設けられ、この電波を受信して映像信号を復調する受像機が内視鏡装置と別
体に設けられることで、内視鏡装置から延出する信号ケーブルが取り除かれた内視鏡シス
テムが提案されている。
【０００６】
　このような内視鏡システムは、一般に、ワイヤレス内視鏡システムとも呼ばれ、内視鏡
装置の移動範囲の制限が緩和され、操作性が向上するという長所を有する。
【特許文献１】特開昭６０－４８０１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかしながら、例えば上記特許文献１に開示される従来のワイヤレス内視鏡装置システ
ムを、近距離で複数使用する場合、次の様な問題が発生する。
【０００８】
　規模の大きな病院では、図８（Ａ）に示すように、内視鏡診察室１が複数ある。そして
、各診察室１では、モニタ部を備える又はモニタ装置が接続された受像機２が設置され、
内視鏡装置３の挿入部を患者の体腔内或いは管路内に挿入し、受像機２のモニタ部で目視
確認を行う。
【０００９】
　例えば図８（Ａ）に示すように３つ診察室１があり、それぞれに、受像機２が設置され
ていたとする。これらの診察室１は近接している場合が多く、時にはカーテンのようなパ
ーテーションで区切られているだけの場合もある。そのため、離れている第１診察室１と
第３診察室１の間でも電波による交信が可能な場合がある。しかし、使用者としては、あ
くまでも手元にある内視鏡装置３の映像を、室内にある受像機２のモニタ部又は受像機２
に接続されたモニタ装置で見る事を要求する。
【００１０】
　更に、挿入部を含む内視鏡装置３は、患者に挿入し検査が終われば洗浄を行う必要があ
り、それら洗浄は診察室１とは別の部屋で行われる事が多く、内視鏡装置３は診察室１か
ら持ち出される。そして、戻すときには、内視鏡装置３は必ずしも元の診察室１に戻すと
限定することなく、診察の準備が整った診察室１に優先して戻すことが望まれる。さらに
は、内視鏡装置３はその用途等から、例えば、挿入部の長さが違う複数の種類が用意され
る事があり、これらの中から用途の適した物を選び、診察室１で使用したいという要望が
あり、この点でも受像機２と内視鏡装置３の組み合わせは自由に変えたいという希望があ
る。
【００１１】
　以上のように、受像機２と内視鏡装置３の組み合わせは、図８（Ａ）に対して図８（Ｂ
）のように変わる可能があり、手元にある内視鏡装置３を眼前の受像機２と簡単に通信開
始できるようにしたいという課題がある。
【００１２】
　従来の有線接続であれば、ケーブルを接続するコネクタ部の形状・信号内容などを統一
もしくは互換性を保持する事ができれば、所望の組み合わせでケーブルを接続するという
動作のみで、この組み合わせが決定し何の問題も発生しない。
【００１３】
　これに対し、先に述べたように、電波を経由して通信すると、内視鏡装置３は近隣の診
察室１にある受像機２との間で電波による通信が成立してしまうこともある。これは、ど
の受像機２と通信を行えば良いかを、内視鏡装置３内部の演算処理で判断する事が困難な
ためである。電波の強度による識別もアイデアとしてはあるが、内視鏡装置３と受像機２
との間の障害物の発生やアンテナの方向などにより、対向している内視鏡装置３・受像機
２間の距離とその信号強度とには必ずしも正確な相関関係は得られず、正確な判断は難し
く実用化は困難である。
【００１４】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、複数の同一機種の内視鏡装置が近隣に存
在する場合においても、確実そして簡単に所望の眼前の受像機と手元の内視鏡装置の通信
を開始させることを可能とする無線内視鏡システム、並びに、該無線内視鏡システムにお
ける内視鏡及び受像機としてのプロセッサ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の無線内視鏡システムの一態様は、画像データを電波で送受信する無線内視鏡シ
ステムであって、
　　被検体の体腔内に挿入する挿入部と、
　　前記挿入部の先端から前記被検体に光を照射する照射手段と、
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　　前記挿入部の先端で前記被検体を撮像する撮像手段と、
　　前記撮像した被検体の画像データの送信先であるプロセッサ装置と電波で無線通信を
行う第１の無線通信手段と、
　を具備する内視鏡装置と、
　　光を受光する受光手段と又は光を発光する発光手段とのうち少なくとも一方と、
　　前記内視鏡装置と電波で無線通信を行う第２の無線通信手段と、
　を具備するプロセッサ装置と、
　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも一方に設けられるとともに、
前記照射手段又は前記発光手段からの光の前記撮像手段又は前記受光手段による受光を契
機として、前記第１の無線通信手段又は前記第２の無線通信手段に前記無線通信を接続確
立するための動作を開始させる通信制御手段と、
　を有することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の内視鏡装置の一態様は、プロセッサ装置へ画像データを電波で送信する
内視鏡装置であって、
　被検体の体腔内に挿入する挿入部と、
　前記挿入部の先端から前記被検体に光を照射する照射手段と、
　前記挿入部の先端で前記被検体を撮像する撮像手段と、
　前記撮像した被検体の画像データの送信先である前記プロセッサ装置と電波で無線通信
を行う無線通信手段と、
　前記プロセッサ装置が備える発光手段からの光の前記撮像手段による受光を契機として
、前記無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させる通信制御手段
と、
　を具備することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明のプロセッサ装置の一態様は、内視鏡装置から電波で送信された画像デー
タを受信するプロセッサ装置であって、
　光を受光する受光手段と、
　前記内視鏡装置と電波で無線通信を行う無線通信手段と、
　前記内視鏡装置が備える照射手段からの光の前記受光手段による受光を契機として、前
記無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させる通信制御手段と、
　を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、挿入部の先端から被検体に光を照射する照射手段と受像機としてのプ
ロセッサ装置側に具備された光を受光する受光手段、もしくは挿入部の先端で被検体を撮
像する撮像手段とプロセッサ装置側に具備された光を発光する発光手段で、光信号の伝達
装置を形成し、挿入部先端をプロセッサ装置に近づけた時に、光信号の伝達を行い、これ
に成功した内視鏡装置とプロセッサ装置の間で、画像データを電波で伝送を行うように無
線通信の設定を行うので、複数の同一機種の内視鏡装置が近隣に存在する場合においても
、確実そして簡単に所望の眼前の受像機と手元の内視鏡装置の通信を開始させることを可
能とする無線内視鏡システム、並びに、該無線内視鏡システムにおける内視鏡及び受像機
としてのプロセッサ装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。
【００２０】
　［第１実施形態］
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２１】



(6) JP 2010-166966 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

　図１は、本発明の第１実施形態に係る無線内視鏡システムの構成を示すブロック図であ
る。
【００２２】
　同図に示すように、無線内視鏡システムは、撮像した画像データを無線伝送する本発明
の第１実施形態に係る内視鏡装置１０と、該内視鏡装置１０から送信される画像データを
受信し表示する本発明の第１実施形態に係るプロセッサ装置としての受像機２０とを含む
。ここで、図１では、内視鏡装置１０と受像機２０をそれぞれ１個しか示していないが、
それぞれ複数個を含むことができることは言うまでもない。
【００２３】
　内視鏡装置１０は、被検体の生体体腔内又は空洞内に挿入される挿入部１１と、この挿
入部１１に接続した操作部１２とから構成されている。
【００２４】
　挿入部１１は、金属部材又は可撓性部材で構成されていて、その内部は２つの部分Ａ、
Ｂに仕切られ、一方が撮像側Ａ、他方が光源側Ｂとされている。挿入部１１の撮像側Ａは
、先端に、撮影レンズ１１１１と、この撮影レンズ１１１１を通して入射される光画像を
受光し、画像情報としての電気信号に変換するＣＣＤなどの撮像素子１１１２とでなる撮
像手段としての撮像部１１１が設けられている。撮像素子１１１２からの電気信号は、信
号リード線１１２を通して操作部１２の電気回路へ送るように構成される。また、挿入部
１１の光源側Ｂは、先端に照射レンズ１１３を備え、この照射レンズ１１３の後方に配設
された光源部１１４から、被観察部へ光を照射するように構成されている。即ち、照射レ
ンズ１１３と光源部１１４によって照射手段が構成されている。光源部１１４は、ＬＥＤ
やランプで構成され、リード線１１５を通して操作部１２の光源駆動部１２１に接続され
ている。
【００２５】
　一方、操作部１２にはその内部に、上記光源駆動部１２１の他に、信号変換部１２２、
制御部１２３、無線部１２４及び記憶部１２５が配設されている。上述した撮像素子１１
１２からの電気信号は、信号変換部１２２で映像信号（画像データ）に変換された後、制
御部１２３を経由して無線通信手段としての無線部１２４へ送られ、アンテナ１２６より
電波３０として送信するように構成されている。また、信号変換部１２２には、液晶モニ
タ等の小型のモニタ部１２７が接続されている。制御部１２３には、入力部１２８が接続
されている。この入力部１２８は、電源のオン／オフの為の電源スイッチや観察画像デー
タの保存を指示する為のフリーズ保存用スイッチを備えている。記憶部１２５は、当該内
視鏡装置の個体を識別するためのＩＤ情報である内視鏡装置ＩＤや、通信設定情報等を記
憶している。ここで、内視鏡装置ＩＤや通信設定情報は、製造時等に予め記憶しておくも
のであっても良いし、入力部１２８より任意に設定記憶できるようにしても構わない。通
信設定情報は、例えば、ＷＥＰ，ＴＫＩＰ，ＡＥＳ等の暗号化や、２．４ＧＨｚ帯を使う
等の通信モードを含む。記憶部１２５は、更に、後述するようにして無線通信先の受像機
２０の個体を識別するためのＩＤ情報である受像機ＩＤ（通信相手先ＩＤ）を記憶する。
但し、この通信相手先ＩＤは、電源オフ時にはクリアされるように構成されている。
【００２６】
　上記光源駆動部１２１，信号変換部１２２，制御部１２３，無線部１２４及びモニタ部
１２７は、電池等の内部電源１２９に接続され、この電源によって駆動される。
【００２７】
　なお、上記モニタ部１２７は無くても良く、また内部電源１２９の代りに外部電源によ
って駆動するように構成することも可能である。さらに、図１の光源部１１４，リード線
１１５及び光源駆動部１２１の代りに、従来の内視鏡装置と同様にライトガイドを設けて
外部の光源装置より照明光を挿入部１１先端に導くようにしても良い。なお、光源装置は
操作部１２にあって、ライトガイドを設けて照明光を挿入部１１先端に導くようにしても
良い。
【００２８】
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　このように構成された内視鏡装置１０では、挿入部１１が生体体腔内又は空洞内に挿入
され、光源部１１４より照射された光が被観察部に当てられると、撮像素子１１１２は被
観察部からの光を受光する。信号変換部１２２では撮像素子１１１２で受光された光の像
を電気的な映像信号（画像データ）に変換し、制御部１２３に渡し、制御部１２３はスイ
ッチ情報など受信側へ伝送する必要のある情報も付加して、無線部１２４へ送る。送られ
た情報は、無線部１２４で高周波信号に変換されて、アンテナ１２６より電波３０として
送信される。
【００２９】
　このようにして送信されてきた電波３０は、受像機２０にて受信される。受像機２０に
おいては、アンテナ２０１にて受信した電波３０を無線通信手段としての無線部２０２へ
送り、無線部２０２にて元の情報に復調して、制御部２０３に送る。制御部２０３は、フ
リーズ保存用スイッチのオン／オフ等を判断し、連続的に受信する画像データにおいてフ
リーズ保存用スイッチのオン時の画像データをフリーズ画像として保存する等の処理を行
いつつ、連続的に受信する画像データを観察画像としてモニタ部２０４へ送り表示する。
入力部２０５は電源スイッチを含むスイッチ群であり、記憶部２０６は、当該受像機の個
体を識別するためのＩＤ情報である受像機ＩＤや、通信設定情報等を記憶している。ここ
で、受像機ＩＤや通信設定情報は、製造時等に予め記憶しておくものであっても良いし、
入力部２０５より任意に設定記憶できるようにしても構わない。通信設定情報は、例えば
、ＷＥＰ，ＴＫＩＰ，ＡＥＳ等の暗号化や、２．４ＧＨｚ帯を使う等の通信モードを含む
。記憶部２０６は、更に、後述するようにして無線通信先の内視鏡装置１０の内視鏡装置
ＩＤ（通信相手先ＩＤ）を記憶する。但し、この通信相手先ＩＤは、電源オフ時にはクリ
アされるように構成されている。
【００３０】
　なお、モニタ部２０４を受像機２０に内蔵させる代わりに、モニタ装置を受像機２０に
接続して表示を行うものであっても構わない。
【００３１】
　また、電波の送受の関係は必ずしも内視鏡装置１０の操作部１２から送信し受像機２０
で受信するものに限定されるものではなく、データ受信の確認信号等を行う目的で受像機
２０から操作部１２へ送信する機能を設けた方が、信頼性向上や機能拡張などで有利であ
る。
【００３２】
　更に、受像機２０には、光信号伝達部２０７が設けられている。この光信号伝達部２０
７は、本実施形態では、具体的には、フォトダイオードやフォトトランジスタなどの受光
素子である。
【００３３】
　次に、上記のような構成の無線内視鏡システムの動作を説明する。図２は、上記のよう
な内視鏡装置１０及び受像機２０それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示す
図である。
【００３４】
　即ち、内視鏡装置１０においては、入力部１２８の不図示電源スイッチがオン操作され
て当該内視鏡装置１０の電源がオンとなると、制御部１２３は、初期設定を行った後（ス
テップＳ１０１）、光源駆動部１２１を起動して、光源部１１４を点灯させる（ステップ
Ｓ１０２）。また、電源投入直後なので、まだ接続相手先の受像機は設定されておらず、
通信設定要求信号の無線受信を待ち受ける状態となる（ステップＳ１０３）。
【００３５】
　一方、受像機２０においても、入力部２０５の不図示電源スイッチがオン操作されて当
該受像機２０電源がオンとなると、制御部２０３は、初期設定を行った後（ステップＳ２
０１）は、受光素子からなる光信号伝達部２０７による受光を待ち受ける状態となる（ス
テップＳ２０２）。
【００３６】
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　このような内視鏡装置１０及び受像機２０が共に待ち受けの状態において、操作者が内
視鏡装置１０の挿入部１１先端を、画像を伝送したい相手先の受像機２０の、受光素子か
らなる光信号伝達部２０７に近づける。すると、受像機２０の光信号伝達部２０７は光源
部１１４からの光を電気信号に変換し、この電気信号を制御部２０３に入力する。この電
気信号をトリガーとして、つまり、光信号伝達部２０７による受光を契機として（ステッ
プＳ２０２）、制御部２０３は、無線部２０２に無線通信を接続確立するための動作を開
始させる。
【００３７】
　即ち、受像機２０の制御部２０３は、記憶部２０６に記憶している当該受像機２０の受
像機ＩＤと共に通信設定要求信号を無線部２０２、アンテナ２０１を経由して、相手先を
特定せずに送信する（ステップＳ２０３）。そして、通信開始応答信号の無線受信を待ち
受ける状態となる（ステップＳ２０４）。
【００３８】
　内視鏡装置１０の無線部１２４が上記通信設定要求信号の電波を受信し、それを制御部
１２３に入力すると（ステップＳ１０３）、制御部１２３は、一緒に送信されてきた受像
機ＩＤを記憶部１２５に記憶すると共に（ステップＳ１０４）、記憶部１２５に記憶して
いる当該内視鏡装置１０の内視鏡装置ＩＤと共に通信開始応答信号を無線部１２４、アン
テナ１２６を経由して、通信相手先をその受像機ＩＤの受像機２０に特定して送出する（
ステップＳ１０５）。
【００３９】
　受像機２０の無線部２０２が上記通信開始応答信号の電波を受信し、それを制御部２０
３に入力すると（ステップＳ２０４）、制御部２０３は、一緒に送信されてきた内視鏡装
置ＩＤを記憶部２０６に記憶する（ステップＳ２０５）。
【００４０】
　以上のようにして内視鏡装置１０、受像機２０で相互にＩＤを交換したならば、周知の
無線通信設定処理を両者の間で実行する（ステップＳ１０６、ステップＳ２０６）。そし
て、通信設定を完了した後は、内視鏡装置１０から受像機２０への撮像部１１１の観察画
像の無線伝送を開始する。
【００４１】
　以上のように、本第１実施形態によれば、内視鏡装置１０の操作部１２の電源を投入後
、挿入部１１の先端を、画像を伝送したい相手先の受像機２０の受光素子からなる光信号
伝達部２０７に近づける操作のみで、簡便に、所望の眼前の受像機２０と手元の内視鏡装
置１０の無線通信を開始させることが可能となる。
【００４２】
　また、小型化が要求される、内視鏡装置１０において、元々装備されている照明光源を
利用して受像機２０への光信号伝達を行うので、部品が増えず、小型化、さらには低コス
ト化も可能となる。
【００４３】
　また、内視鏡装置１０を使用しない場合は、内視鏡装置１０側の電池等の内部電源１２
９の消耗を抑える為、電源を落とす事が好まれる。一方、図８（Ａ）に示すように、診察
室１が複数あり、その間を移動する場合は、内視鏡装置１０の電源を一旦落して移動する
というのは、一般的な動作であり、使用者（ユーザ）にこの動作を要求する事は難しい事
ではない。よって、図８（Ａ）に示すように、診察室１が複数あり、頻繁に通信設定の為
に挿入部１１を受像機２０に近づける動作をする必要があるユーザにとっては、電源スイ
ッチが押されたタイミングで、自動的に通信設定が開始されることが望ましい。この実現
の為に、本実施形態では、制御部１２３は、電源スイッチの投入と共に、受光を契機とし
た無線設定の開始を始める機能を持つ。
【００４４】
　従って、電源スイッチの投入および受光を契機として、自動的に無線設定が行われ簡便
となる。
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【００４５】
　また、毎回無線設定を行うので、間違って別の診察室１の設定のまま使用を開始する事
が防げる。
【００４６】
　［第２実施形態］
　上記第１実施形態では、受像機２０の光信号伝達部２０７として、受光素子を設けてい
たが、これを、ＬＥＤやランプ等の発光素子に置換し、受像機２０の発光素子と内視鏡装
置１０の挿入部１１の先端の撮像部１１１との間で光信号伝達を行うようにしても良い。
【００４７】
　図３は、本第２実施形態に係る内視鏡装置１０及び本第２実施形態に係るプロセッサ装
置としての受像機２０それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示す図である。
【００４８】
　即ち、内視鏡装置１０においては、入力部１２８の不図示電源スイッチがオン操作され
て当該内視鏡装置１０の電源がオンとなると、制御部１２３は、初期設定を行った後（ス
テップＳ１０１）、撮像部１１１による受光を待ち受ける状態となる（ステップＳ１１１
）。
【００４９】
　一方、受像機２０においても、入力部２０５の不図示電源スイッチがオン操作されて当
該受像機２０の電源がオンとなると、制御部２０３は、初期設定を行った後（ステップＳ
２０１）は、光信号伝達部２０７の発光素子を点灯させる（ステップＳ２１１）。また、
電源投入直後なので、まだ接続相手先の内視鏡装置は設定されておらず、通信設定要求信
号の無線受信を待ち受ける状態となる（ステップＳ２１２）。
【００５０】
　このような内視鏡装置１０及び受像機２０が共に待ち受けの状態において、操作者が内
視鏡装置１０の挿入部１１先端を、画像を伝送したい相手先の受像機２０の、発光素子か
らなる光信号伝達部２０７に近づける。すると、内視鏡装置１０の信号変換部１２２は、
撮像素子１１１２からの微弱信号を電気信号に変換し、この電気信号を制御部１２３に入
力する。この電気信号をトリガーとして、つまり、撮像部１１１による受光を契機として
（ステップＳ１１１）、制御部１２３は、無線部１２４に無線通信を接続確立するための
動作を開始させる。
【００５１】
　即ち、内視鏡装置１０の制御部１２３は、記憶部１２５に記憶している当該内視鏡装置
１０の内視鏡装置ＩＤと共に通信設定要求信号の電波を無線部１２４、アンテナ１２６を
経由して、相手先を特定せずに送信する（ステップＳ１１２）。そして、通信開始応答信
号の無線受信を待ち受ける状態となる（ステップＳ１１３）。なおこの時、内視鏡装置１
０は電池等の内部電源１２９で駆動されるため、低消費電力化が重要なので、内視鏡装置
１０はスリーブ状態に移行させ、通信開始応答信号の受信により立ち上がるように構成し
ても良い。
【００５２】
　受像機２０の無線部２０２が上記通信設定要求信号の電波を受信し、それを制御部２０
３に入力すると（ステップＳ２１２）、制御部２０３は、一緒に送信されてきた内視鏡装
置ＩＤを記憶部２０６に記憶すると共に（ステップＳ２０５）、記憶部２０６に記憶して
いる当該受像機２０の受像機ＩＤと共に通信開始応答信号を無線部２０２、アンテナ２０
１を経由して、通信相手先をその内視鏡装置ＩＤの内視鏡装置１０に特定して送出する（
ステップＳ２１３）。そして、光信号伝達部２０７の発光素子を消灯させる（ステップＳ
２１４）。
【００５３】
　内視鏡装置１０の無線部１２４が上記通信開始応答信号の電波を受信し、それを制御部
１２３に入力すると（ステップＳ１１３）、制御部１２３は、一緒に送信されてきた受像
機ＩＤを記憶部１２５に記憶する（ステップＳ１０４）。
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【００５４】
　以上のようにして内視鏡装置１０、受像機２０で相互にＩＤを交換したならば、周知の
無線通信設定処理を両者の間で実行する（ステップＳ１０６、ステップＳ２０６）。こう
して通信設定を完了した後は、内視鏡装置１０の制御部１２３は、光源駆動部１２１を起
動して、光源部１１４を点灯させる（ステップＳ１１４）。そして、内視鏡装置１０から
受像機２０への撮像部１１１の観察画像の無線伝送を開始する。
【００５５】
　以上のように、本第２実施形態によれば、内視鏡装置１０の操作部１２の電源を投入後
、挿入部１１の先端を、画像を伝送したい相手先の受像機２０の発光素子からなる光信号
伝達部２０７に近づける操作のみで、簡便に、所望の眼前の受像機２０と手元の内視鏡装
置１０の無線通信を開始させることが可能となる。
【００５６】
　また、小型化が要求される、内視鏡装置１０において、元々装備されている撮像部１１
１を利用して受像機２０からの光信号伝達を行うので、部品が増えず、小型化、さらには
低コスト化も可能となる。
【００５７】
　［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態は、上記第１実施形態の内容に加え、制御部１２３で光源駆動部
１２１のオン／オフや強弱の変更により光信号を変調できる機能を有し、そのタイミング
、点灯消灯時間の長短、光信号の強弱で符号化を行い、受像機２０の制御部２０３でもそ
の復号化を可能とし、内視鏡装置ＩＤや通信開始応答信号の伝達を行えるようにしても良
い。例えば、無線通信の接続確立に必要な通信識別情報である内視鏡装置ＩＤに基づいて
変調する。即ち、内視鏡装置１０の制御部１２３及び光源駆動部１２１を、無線通信の接
続確立に必要な通信識別情報に基づいて信号変調された光を挿入部１１の先端から出射す
る識別光出射手段として機能させるようにし、また、受像機２０の制御部２０３を、上記
変調された光を受光し、当該変調された光から通信識別情報を抽出する識別情報抽出手段
として機能させるようにしている。
【００５８】
　図４は、本第３実施形態に係る内視鏡装置１０及び本第３実施形態に係るプロセッサ装
置としての受像機２０それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示す図である。
【００５９】
　即ち、内視鏡装置１０においては、入力部１２８の不図示電源スイッチがオン操作され
て当該内視鏡装置１０の電源がオンとなると、制御部１２３は、初期設定を行った後（ス
テップＳ１０１）、光源駆動部１２１を起動して、光源部１１４を点灯させる（ステップ
Ｓ１０２）。
【００６０】
　続いて、光信号の変調処理機能を開始させて（ステップＳ１２１）、記憶部１２５に記
憶している当該内視鏡装置１０の内視鏡装置ＩＤと共に通信開始応答信号を、変調した光
信号として、画像を伝送したい相手先の受像機２０の光信号伝達部２０７に近づけている
挿入部１１先端から出射させる（ステップＳ１２２）。
【００６１】
　また、電源投入直後なので、まだ接続相手先の受像機は設定されておらず、通信設定要
求信号の無線受信を待ち受ける状態となる（ステップＳ１０３）。
【００６２】
　一方、受像機２０においても、入力部２０５の不図示電源スイッチがオン操作されて当
該受像機２０電源がオンとなると、制御部２０３は、初期設定を行った後（ステップＳ２
０１）は、受光素子からなる光信号伝達部２０７による受光を待ち受ける状態となる（ス
テップＳ２０２）。
【００６３】
　このような内視鏡装置１０及び受像機２０が共に待ち受けの状態において、操作者が内
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視鏡装置１０の挿入部１１先端を、画像を伝送したい相手先の受像機２０の、受光素子か
らなる光信号伝達部２０７に近づける。すると、受像機２０の光信号伝達部２０７は光源
部１１４からの光を電気信号に変換し、この電気信号を制御部２０３に入力する。この電
気信号をトリガーとして、つまり、光信号伝達部２０７による受光を契機として（ステッ
プＳ２０２）、制御部２０３は、無線通信を接続確立するための動作を開始させる。
【００６４】
　即ち、受像機２０の光信号伝達部２０７は、その変調された光信号である通信開始応答
信号を受光して電気信号に変換し、この電気信号を受けた制御部２０３は、その通信開始
応答信号を復調し（ステップＳ２２１）、復調した内視鏡装置ＩＤを記憶部２０６に記憶
する（ステップＳ２０５）。
【００６５】
　続いて、制御部２０３は、記憶部２０６に記憶している当該受像機２０の受像機ＩＤと
共に通信設定要求信号を無線部２０２、アンテナ２０１を経由して、相手先を光信号を復
調して得た内視鏡装置ＩＤに特定して送信する（ステップＳ２０３）。
【００６６】
　内視鏡装置１０の無線部１２４が上記通信設定要求信号の電波を受信し、それを制御部
１２３に入力すると（ステップＳ１０３）、制御部１２３は、一緒に送信されてきた受像
機ＩＤを記憶部１２５に記憶する（ステップＳ１０４）。
【００６７】
　以上のようにして内視鏡装置１０、受像機２０で相互にＩＤを交換したならば、周知の
無線通信設定処理を両者の間で実行する（ステップＳ１０６、ステップＳ２０６）。そし
て、通信設定を完了した後は、内視鏡装置１０から受像機２０への撮像部１１１の観察画
像の無線伝送を開始する。
【００６８】
　以上のように、本第３実施形態によれば、上記第１実施形態の効果に加え、通信設定の
タイミング、即ち、操作部１２の電源を投入し、通信設定が完了するまでのタイミングが
隣接する診察室１の内視鏡装置等の別の内視鏡装置と重なっても、問題なく、画像を伝送
したい相手先の受像機２０と通信を開始させることが可能となる。（何故ならば、光は隣
接する内視鏡装置と干渉する程強くないからである。）
　［第３実施形態の変形例１］
　上記第３実施形態では、光信号を変調したが、光を何らかの形で変調すれば僅かながら
でも光信号強度が低下し好ましくない。そこで、内視鏡装置１０の制御部１２３の光信号
の変調をオン／オフできる機能を有し、無線設定の終了と共に、光信号の変調を停止する
事が好ましい。
【００６９】
　図５は、本第３実施形態の変形例１に係る内視鏡装置１０及び本第３実施形態に係るプ
ロセッサ装置としての受像機２０それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示す
図である。
【００７０】
　ここで、無線通信設定処理を両者の間で実行する（ステップＳ１０６、ステップＳ２０
６）までの動作は、上記第３実施形態と同様であるので、その説明は省略する。
【００７１】
　本変形例１では、通信設定を完了した後は、内視鏡装置１０の制御部１２３は、光信号
の変調処理機能を停止させてから（ステップＳ１３１）、内視鏡装置１０から受像機２０
への撮像部１１１の観察画像の無線伝送を開始する。このように、制御部１２３は、無線
通信を接続確立するための動作を開始すると、信号変調された光の出射を停止させる又は
光の変調を停止させる停止制御手段として機能する。
【００７２】
　以上のように、本第３実施形態の変形例１によれば、上記第３実施形態の効果に加え、
光信号強度の低下を防止できる。
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【００７３】
　［第３実施形態の変形例２］
　上記第３実施形態では、内視鏡装置１０の制御部１２３は、電源スイッチの投入と共に
、光通信による無線設定の開始を始める機能を持っている。しかしながら、例えば、１組
の内視鏡装置１０と受像機２０しか所有していないユーザには、毎回設定するのは面倒で
あるので、手動で無線設定の開始を始めるモードと、上記のように電源スイッチと連動し
て無線設定を開始するモードとを切り替える手段を持つことが望ましい。
【００７４】
　そこで、本変形例では、内視鏡装置１０の操作部１２の入力部１２８に、手動で無線設
定の開始を始めるモードと、上記のように電源スイッチと連動して無線設定を開始するモ
ードとを切り替えるモードスイッチと、該モードスイッチによって上記手動で無線設定の
開始を始めるモードに設定されている際に、無線設定の開始を指示する設定開始スイッチ
とを設け、それらのスイッチの操作状態に応じて動作を切り替えるようにしている。
【００７５】
　また、本変形例においては、通信相手先ＩＤとして内視鏡装置１０の記憶部１２５に記
憶する受像機ＩＤ及び受像機２０の記憶部２０６に記憶する内視鏡装置ＩＤは、電源オフ
時にもクリアされず保持されるように構成されている。
【００７６】
　図６は、本第３実施形態の変形例２に係る内視鏡装置１０及び本第３実施形態の変形例
２に係るプロセッサ装置としての受像機２０それぞれの動作を説明するためのフローチャ
ートを示す図である。
【００７７】
　即ち、内視鏡装置１０においては、入力部１２８の不図示電源スイッチがオン操作され
て当該内視鏡装置１０の電源がオンとなると、制御部１２３は、初期設定を行った後（ス
テップＳ１０１）、入力部１２８の設定モードスイッチが手動モードに設定されているか
否かを判別する（ステップＳ１４１）。
【００７８】
　複数の内視鏡装置１０を使用するユーザでは、毎回の設定が必要であるので、該設定モ
ードスイッチは電源スイッチと連動して無線設定を開始するモードに設定してある。従っ
て、この場合には、制御部１２３は、設定モードスイッチが電源スイッチと連動して無線
設定を開始するモードが選択されていると判別する。このように手動モードに設定されて
いないと判別した場合には（ステップＳ１４１）、上記第３実施形態で説明したような初
期設定後の動作を実行する。このように、制御部１２３は、当該内視鏡装置１０の初期設
定が完了すると自動的に照射手段に光を照射させる及び／又は撮像手段に被検体を撮像さ
せる自動開始手段として機能する。
【００７９】
　これに対して、１組の内視鏡装置１０と受像機２０しか所有していないユーザは、設定
モードスイッチは手動で無線設定の開始を始めるモードに設定してある。従って、この場
合には、制御部１２３は、設定モードスイッチが手動モードに設定されていると判別する
。このように手動モードに設定されていると判別した場合には（ステップＳ１４１）、次
に、入力部１２８の設定開始スイッチがオン操作されたか否かを判別する（ステップＳ１
４２）。ここで、該設定開始スイッチがオン操作されていないと判別した場合には、更に
、所定時間が経過したか否かを判別する（ステップＳ１４３）。そして、まだ所定時間を
経過していないと判別した場合には、上記ステップＳ１４２に戻る。このようにして、所
定時間の間、設定開始スイッチがオン操作されるのを待つ。
【００８０】
　そして、この所定時間内に、ユーザが設定開始スイッチをオン操作すると、制御部１２
３は、設定開始スイッチが操作されたと判別する。このように設定開始スイッチがオン操
作されたと判別した場合には（ステップＳ１４２）、上記第３実施形態で説明したような
初期設定後の動作を実行する。
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【００８１】
　一方、受像機２０においても、入力部２０５の不図示電源スイッチがオン操作されて当
該受像機２０電源がオンとなると、制御部２０３は、初期設定を行った後（ステップＳ２
０１）は、受光素子からなる光信号伝達部２０７による受光が有ったか否かを判別する（
ステップＳ２０２）。ここで、受光が無いと判別した場合には、更に、所定時間が経過し
たたか否かを判別する（ステップＳ２４１）。通常の使用状況では、内視鏡装置１０と受
像機２０の電源投入タイミングはそれほど離れていないことが想定されるので、この所定
時間は、内視鏡装置１０側の上記ステップＳ１４３の所定時間と同じであっても構わない
が、より長い方が望ましい。そして、まだ所定時間を経過していないと判別した場合には
、上記ステップＳ２０２に戻る。このようにして、所定時間の間、受光を待つ。
【００８２】
　そして、内視鏡装置１０において、上記ステップＳ１４１で手動モードに設定されてい
ないと判別して、あるいは、上記ステップＳ１４２で設定開始スイッチがオン操作された
と判別して、上記第３実施形態で説明したような初期設定後の動作を実行した場合には、
上述したように光源部１１４が点灯されるので、受光素子からなる光信号伝達部２０７に
よる受光が発生する。これにより、光信号伝達部２０７による受光が有ったと判別し（ス
テップＳ２０２）、受像機２０の制御部２０３は、上記第３実施形態で説明したような受
光に応じた動作を実行する。
【００８３】
　こうして、内視鏡装置１０の入力部１２８のモードスイッチ又は設定開始スイッチによ
り、上記第３実施形態で説明したような光通信による無線設定の開始が始められる。
【００８４】
　一方、１組の内視鏡装置１０と受像機２０しか所有していないユーザで、前回と同じ無
線設定で本無線内視鏡システムを使用する場合には、内視鏡装置１０の入力部１２８の設
定開始スイッチはオン操作されない。この場合には、内視鏡装置１０の制御部１２３は、
上記所定時間が経過するのを待って（ステップＳ１４３）、記憶部１２５に電源オフ時に
も保持していた受像機ＩＤを読み出し（ステップＳ１４４）、また、受像機２０の制御部
２０３は、上記所定時間が経過するのを待って（ステップＳ２４１）、記憶部２０６に電
源オフ時にも保持していた内視鏡装置ＩＤを読み出す（ステップＳ２４２）。そして、周
知の無線通信設定処理を両者の間で実行し（ステップＳ１０６、ステップＳ２０６）、通
信設定を完了した後は、内視鏡装置１０の制御部１２３は、光源駆動部１２１を起動して
、光源部１１４を点灯させる（ステップＳ１１４）。そして、内視鏡装置１０から受像機
２０への撮像部１１１の観察画像の無線伝送を開始する。
【００８５】
　以上のように、本第３実施形態の変形例２によれば、上記第３実施形態の効果に加えて
、毎回設定する必要のないユーザの手間を省くことができる。
【００８６】
　また、逆に、毎回設定する必要のあるユーザには、電源スイッチのオン操作以外は、設
定開始スイッチをオン操作させ等の特別な開始操作を行う手間無く、内視鏡装置１０の初
期設定が完了すると自動的に光を照射させて無線通信を接続確立するための動作ができ、
また、撮像部１１１に被検体を撮像させることができる。
【００８７】
　［第３実施形態の変形例３］
　内視鏡装置１０の挿入部１１先端から照射される光に関し、光通信による無線設定の開
始に最適な光量と、内視鏡装置本来の撮像に適した光量とは異なるケースが多い。
【００８８】
　また、光量は、光源部１１４の発光体の劣化や温度によって変動するため、その変動を
補正する為の利得制御回路（ＡＧＣ回路）が制御部１２３に組み込まれているケースが多
い。
【００８９】
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　そこで、そのＡＧＣ回路の収束目標を無線設定時と内視鏡装置本来の撮像時で変えるこ
とが望ましい。
【００９０】
　図７は、本第３実施形態の変形例３に係る内視鏡装置１０及び本第３実施形態の変形例
３に係るプロセッサ装置としての受像機２０それぞれの動作を説明するためのフローチャ
ートを示す図である。
【００９１】
　即ち、内視鏡装置１０においては、入力部１２８の不図示電源スイッチがオン操作され
て当該内視鏡装置１０の電源がオンとなると、制御部１２３は、初期設定を行った後（ス
テップＳ１０１）、図示しない内部のＡＧＣ回路の収束目標を光通信による無線設定の開
始に最適な値に設定する（ステップＳ１５１）。このように、制御部１２３は、当該内視
鏡装置１０の初期設定が完了すると、所定の設定値であるＡＧＣ回路の収束目標に基づい
て、挿入部１１先端から照射する光の光量の自動利得制御を行う利得制御手段として機能
する。そしてその後、上記第３実施形態で説明したような初期設定後の動作を実行する。
【００９２】
　これに対して、受像機２０側の動作は、上記第３実施形態で説明した動作と同じである
。よって、その説明は省略する。
【００９３】
　そして、通信設定を完了した後は、内視鏡装置１０の制御部１２３は、図示しない内部
のＡＧＣ回路の収束目標を内視鏡装置本来の撮像に適した値に再設定する（ステップＳ１
５２）。このように、制御部１２３は、受像機２０と無線通信の接続が確立すると、ＡＧ
Ｃ回路の収束目標の再設定を行う利得制御再設定手段として機能する。そしてその後、内
視鏡装置１０から受像機２０への撮像部１１１の観察画像の無線伝送を開始する。
【００９４】
　以上のように、本第３実施形態の変形例３によれば、上記第３実施形態の効果に加え、
無線設定の開始と内視鏡装置本来の撮像との両方で最適な光量を得ることができる。
【００９５】
　以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【００９６】
　例えば、上記第３実施形態の変形例１乃至３のような変形例は、第１及び第２実施形態
に於いても同様の変形例が考えられる。
【００９７】
　また、上記第３実施形態では、内視鏡装置１０の挿入部１１先端の撮像手段と受像機２
０の発光素子の組み合わせと、上記挿入部１１先端の照明手段と受像機２０の受光素子の
どちらか１つだけを利用した構成で記述しているが、これに限定されるわけではなく、そ
の両方を使用し双方向の通信を行っても良い。
【００９８】
　さらに、上記第１乃至３の実施形態では、無線通信設定処理（ステップＳ１０６とＳ２
０６）の実行以前に、内視鏡装置ＩＤと受像機ＩＤのみを無線部（１２４及び２０２）や
光信号伝達部２０７を介して伝送しているが、これに限定されるものではなく、通信設定
情報（例えば、ＷＥＰ，ＴＫＩＰ，ＡＥＳ等の暗号化や、２．４ＧＨｚ帯を使う等の通信
モード等）の一部または全部を伝送しても良い。
【００９９】
　（付記）
　前記の具体的実施形態から、以下のような構成の発明を抽出することができる。
【０１００】
　（１）　画像データを電波で送受信する無線内視鏡システムであって、
　　被検体の体腔内に挿入する挿入部と、
　　前記挿入部の先端から前記被検体に光を照射する照射手段と、
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　　前記挿入部の先端で前記被検体を撮像する撮像手段と、
　　前記撮像した被検体の画像データの送信先であるプロセッサ装置と電波で無線通信を
行う第１の無線通信手段と、
　を具備する内視鏡装置と、
　　光を受光する受光手段と又は光を発光する発光手段とのうち少なくとも一方と、
　　前記内視鏡装置と電波で無線通信を行う第２の無線通信手段と、
　を具備するプロセッサ装置と、
　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも一方に設けられるとともに、
前記照射手段又は前記発光手段からの光の前記撮像手段又は前記受光手段による受光を契
機として、前記第１の無線通信手段又は前記第２の無線通信手段に前記無線通信を接続確
立するための動作を開始させる通信制御手段と、
　を有することを特徴とする無線内視鏡システム。
【０１０１】
（対応する実施形態）
　この（１）に記載の無線内視鏡システムに関する実施形態は、第１乃至第３実施形態と
第３実施形態の変形例１乃至３が対応する。それらの実施形態及び変形例において、例え
ば、内視鏡装置１０が上記内視鏡装置に、受像機２０が上記プロセッサ装置に、挿入部１
１が上記挿入部に、照射レンズ１１３と光源部１１４が上記照射手段に、撮像部１１１が
上記撮像手段に、無線部１２４が上記第１の無線通信手段に、光信号伝達部２０７が上記
受光手段又は発光手段に、無線部２０２が上記第２の無線通信手段に、制御部２０３又は
制御部１２３が上記通信制御手段に、それぞれ対応する。　
（作用効果）
　この（１）に記載の無線内視鏡システムによれば、内視鏡装置の挿入部先端にある照射
手段とプロセッサ装置側に具備された受光手段とで、もしくは、内視鏡装置の挿入部先端
にある撮像手段とプロセッサ装置側に具備された発光手段とで、光信号の伝達装置を形成
し、挿入部先端をプロセッサ装置に近づけた時に、光信号の伝達を行い、これに成功した
内視鏡装置とプロセッサ装置との間で、観察像情報を電波で伝送を行うように無線通信の
設定を行うので、複数の同一機種の内視鏡装置が近隣に存在する場合においても、確実そ
して簡単に所望の眼前のプロセッサ装置と手元の内視鏡装置の通信を開始させることが可
能となる。
【０１０２】
　（２）　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも他方は、前記無線通
信の接続確立に必要な通信識別情報に基づいて信号変調された光を、前記挿入部の先端か
ら又は前記発光手段で、出射する識別光出射手段を更に具備し、
　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも前記一方は、前記撮像手段又
は前記受光手段で前記通信識別情報に基づいて変調された光を受光し、当該変調された光
から前記通信識別情報を抽出する識別情報抽出手段を更に具備し、
　前記通信制御手段は、前記抽出した通信識別情報に基づいて、前記第１の無線通信手段
又は前記第２の無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させること
を特徴とする（１）に記載の無線内視鏡システム。
【０１０３】
（対応する実施形態）
　この（２）に記載の無線内視鏡システムに関する実施形態は、第３実施形態とその変形
例１乃至３が対応する。その実施形態及びそれらの変形例において、例えば、内視鏡装置
ＩＤ又は受像機ＩＤ情報が上記通信識別情報に、制御部１２３及び光源駆動部１２１又は
制御部２０３が上記識別光出射手段に、制御部２０３又は制御部１２３が上記識別情報抽
出手段に、それぞれ対応する。　
（作用効果）
　この（２）に記載の無線内視鏡システムによれば、通信設定のタイミングが隣接する診
察室の内視鏡装置等の別の内視鏡装置と重なっても、問題なく、画像を伝送したい相手先
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のプロセッサ装置と通信を開始させることが可能となる。
【０１０４】
　（３）　前記内視鏡装置と前記プロセッサ装置とのうち少なくとも前記他方は、前記第
１の無線通信手段又は前記第２の無線通信手段が前記無線通信を接続確立するための動作
を開始すると、前記識別光出射手段に前記信号変調された光の出射を停止させる又は光の
変調を停止させる停止制御手段を更に具備することを特徴とする（２）に記載の無線内視
鏡システム。
【０１０５】
（対応する実施形態）
　この（３）に記載の無線内視鏡システムに関する実施形態は、第３実施形態の変形例１
が対応する。その変形例において、制御部１２３又は制御部２０３が上記停止制御手段に
対応する。　
（作用効果）
　この（３）に記載の無線内視鏡システムによれば、光信号強度の低下を防止できる。
【０１０６】
　（４）　前記内視鏡装置は、当該内視鏡装置の初期設定が完了すると自動的に前記照射
手段に光を照射させる及び／又は前記撮像手段に前記被検体を撮像させる自動開始手段を
更に具備することを特徴とする（１）又は（２）に記載の無線内視鏡システム。
【０１０７】
（対応する実施形態）
　この（４）に記載の無線内視鏡システムに関する実施形態は、第３実施形態の変形例２
が対応する。その変形例において、制御部１２３が上記自動開始手段に対応する。　
（作用効果）
　この（４）に記載の無線内視鏡システムによれば、電源スイッチのオン操作以外に特別
な開始操作を行う手間なく、無線通信を接続確立するための動作及び／又は被検体の撮像
を開始させることができる。
【０１０８】
　（５）　前記内視鏡装置は、
　　当該内視鏡装置の初期設定が完了すると所定の設定値に基づいて前記照射手段で照射
する光の光量の自動利得制御を行う利得制御手段と、
　　前記プロセッサ装置と前記無線通信の接続が確立すると、前記設定値の再設定を行う
利得制御再設定手段と、
　を更に具備することを特徴とする（１）又は（２）に記載の無線内視鏡システム。
【０１０９】
（対応する実施形態）
　この（５）に記載の無線内視鏡システムに関する実施形態は、第３実施形態の変形例３
が対応する。その変形例において、制御部１２３が上記利得制御手段及び上記利得制御再
設定手段に対応する。　
（作用効果）
　この（５）に記載の無線内視鏡システムによれば、無線設定の開始と内視鏡装置本来の
撮像との両方で最適な光量を得ることができる。
【０１１０】
　（６）　プロセッサ装置へ画像データを電波で送信する内視鏡装置であって、
　被検体の体腔内に挿入する挿入部と、
　前記挿入部の先端から前記被検体に光を照射する照射手段と、
　前記挿入部の先端で前記被検体を撮像する撮像手段と、
　前記撮像した被検体の画像データの送信先である前記プロセッサ装置と電波で無線通信
を行う無線通信手段と、
　前記プロセッサ装置が備える発光手段からの光の前記撮像手段による受光を契機として
、前記無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させる通信制御手段
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と、
　を具備することを特徴とする内視鏡装置。
【０１１１】
（対応する実施形態）
　この（６）に記載の内視鏡に関する実施形態は、第２及び第３実施形態と第３実施形態
の変形例１乃至３が対応する。　
（作用効果）
　この（６）に記載の内視鏡によれば、内視鏡装置の挿入部先端にある照射手段とプロセ
ッサ装置側に具備された受光手段とで、光信号の伝達装置を形成し、挿入部先端をプロセ
ッサ装置に近づけた時に、光信号の伝達を行い、これに成功した内視鏡装置とプロセッサ
装置との間で、観察像情報を電波で伝送を行うように無線通信の設定を行うので、複数の
同一機種の内視鏡装置が近隣に存在する場合においても、確実そして簡単に所望の眼前の
プロセッサ装置と手元の内視鏡装置の通信を開始させることが可能となる。
【０１１２】
　（７）　内視鏡装置から電波で送信された画像データを受信するプロセッサ装置であっ
て、
　光を受光する受光手段と、
　前記内視鏡装置と電波で無線通信を行う無線通信手段と、
　前記内視鏡装置が備える照射手段からの光の前記受光手段による受光を契機として、前
記無線通信手段に前記無線通信を接続確立するための動作を開始させる通信制御手段と、
　を具備することを特徴とするプロセッサ装置。
【０１１３】
（対応する実施形態）
　この（７）に記載のプロセッサ装置に関する実施形態は、第１及び第３実施形態と第３
実施形態の変形例１乃至３が対応する。　
（作用効果）
　この（７）に記載のプロセッサ装置によれば、内視鏡装置の挿入部先端にある撮像手段
とプロセッサ装置側に具備された発光手段とで、光信号の伝達装置を形成し、挿入部先端
をプロセッサ装置に近づけた時に、光信号の伝達を行い、これに成功した内視鏡装置とプ
ロセッサ装置との間で、観察像情報を電波で伝送を行うように無線通信の設定を行うので
、複数の同一機種の内視鏡装置が近隣に存在する場合においても、確実そして簡単に所望
の眼前のプロセッサ装置と手元の内視鏡装置の通信を開始させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る無線内視鏡システムの構成を示すブロック
図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態に係る内視鏡装置及び本発明の第１実施形態に係
るプロセッサ装置としての受像機それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示す
図である。
【図３】図３は、本発明の第２実施形態に係る無線内視鏡システムにおける本発明の第２
実施形態に係る内視鏡装置及び本発明の第２実施形態に係るプロセッサ装置としての受像
機それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示す図である。
【図４】図４は、本発明の第３実施形態に係る無線内視鏡システムにおける本発明の第３
実施形態に係る内視鏡装置及び本発明の第３実施形態に係るプロセッサ装置としての受像
機それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示す図である。
【図５】図５は、本発明の第３実施形態の変形例１に係る無線内視鏡システムにおける本
発明の第３実施形態の変形例１に係る内視鏡装置及び本発明の第３実施形態の変形例１に
係るプロセッサ装置としての受像機それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示
す図である。
【図６】図６は、本発明の第３実施形態の変形例２に係る無線内視鏡システムにおける本
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係るプロセッサ装置としての受像機それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示
す図である。
【図７】図７は、本発明の第３実施形態の変形例３に係る無線内視鏡システムにおける本
発明の第３実施形態の変形例３に係る内視鏡装置及び本発明の第３実施形態の変形例３に
係るプロセッサ装置としての受像機それぞれの動作を説明するためのフローチャートを示
す図である。
【図８】図８（Ａ）は、診察室と内視鏡装置と受像機の関係を示す図であり、図８（Ｂ）
は図８（Ａ）とは別の時点での診察室装置と内視鏡と受像機の関係を示す図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　　１０…内視鏡装置、　１１…挿入部、　１１１…撮像部、　１１１１…撮影レンズ、
　１１１２…撮像素子、　１１２…信号リード線、　１１３…照射レンズ、　１１４…光
源部、　１１５…リード線、　１２…操作部、　１２１…光源駆動部、　１２２…信号変
換部、　１２３，２０３…制御部、　１２４，２０２…無線部、　１２５，２０６…記憶
部、　１２６，２０１…アンテナ、　１２７，２０４…モニタ部、　１２８，２０５…入
力部、　１２９…内部電源、　２０…受像機、　２０７…光信号伝達部、　３０…電波。

【図１】 【図２】
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：即使当相邻模型的多个内窥镜装置存在于邻域中时，也
能够可靠且容易地开始在视觉中的期望处理器装置与手边的内窥镜装置
之间的无线通信。 ŽSOLUTION：通过存在于内窥镜装置10的插入部分
11的远端处的光源部分114和光信号传输部分207，光信号传输部分207
包括设置在作为处理器装置的接收器20侧的光接收元件，或者通过存在
于插入部分11的远端的成像部分111和光信号传输部分207包括设置在接
收器20侧的发光元件，形成光信号的发送器。当插入部分11的远端靠近
接收器20时，光信号被传输。在成功的内窥镜装置10和接收器20之间，
设置无线通信以便通过无线电波发送观察图像信息。 Ž
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